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第１章   総  則 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規則は、シンヨー株式会社（以下「会社」という）派遣社員の就業に関する事項を定め 

たものである。 

２．この規則に定めた事項のほか、派遣社員の就業に関する事項は、労働基準法・労働者派遣法そ 

の他の法令の定めるところによる。 

 

（規則遵守の義務） 

第 ２ 条 会社と派遣社員は、この規則を遵守して、相共に協力して会社の発展と労働条件の向上に努め 

なければならない。 

 

（適 用） 

第 ３ 条 この規則は、派遣社員に適用する。 

 

 

第２章   人  事 

 

第１節 採用及び異動 

 

（入社希望者の提出書類） 

第 ４ 条 派遣社員として会社に就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

ただし、会社が認めた場合はその一部を省略することがある。 

（１）自筆履歴書（提出日前３ヶ月以内に撮影した写真貼付） 

（２）健康診断書（提出日前３ヶ月以内に受診したもの） 

（３）卒業見込証明書又は最終学歴の卒業証書の写し 

（４）各種技能資格証明書 

 

（採用選考） 

第 ５ 条 会社は、就職を希望する者の中から、前条の書類及び面接選考、筆記試験等を実施し、適格者 

を派遣社員として採用する。 

 

（採用決定者の提出書類） 

第 ６ 条 派遣社員に採用された者は、採用後７日以内に次の書類を提出しなければならない。 

（１）身元保証書（身元保証人１名） 

（２）給与所得者の扶養控除等申告書 

（３）年金手帳又は厚生年金被保険者証、雇用保険被保険者証及び源泉徴収票（前事業所から交 

付を受けたもの） 

（４）通勤経路報告書 

（５）その他、会社が必要とする書類 



２．前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。 

 

（労働条件の明示） 

第 ７ 条 新たに採用した派遣社員に対しては、次の事項を記載した『派遣契約書』を取り交わす 

こととする。 

（１）賃金に関する事項 

（２）就業場所・従事すべき業務に関する事項 

（３）労働時間・休日・休暇に関する事項 

（４）退職に関する事項 

（５）契約期間 

 

（試用期間） 

第 ８ 条 新たに採用する派遣社員と雇用契約を結ぶ場合、原則として３ヶ月間の試用期間を設ける。 

ただし、特殊の技能又は経験を有する者には試用期間を設けないことがある。 

２．前項により試用期間を設けて派遣社員と雇用契約を結んだ場合、当該試用期間中に派遣社員が 

業務遂行上、又は派遣社員として不適格であると判断した場合、第１４条の手続きにより解雇する。 

ただし、試用採用後１４日以内の者についてはこの手続きをとらずに解雇する。 

３．試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

（契約期間及び契約の更新と雇止め） 

第 ９ 条 派遣社員に対する１回の雇用契約期間は、原則として１年間を超えないものとし、雇用契約によ 

り定めることとする。 

２．前項の雇用契約の期間は、会社の基準に基づき、必要と判断した場合、事前に通知し、派遣社員 

の同意をえたうえで更新することがある。ただし、雇用契約については、派遣契約の都度、雇用契 

約を締結し契約の自動更新はしない。 

３．契約の更新については、契約満了時の業務量・勤務成績及び態度・能力・従事している業務の進 

捗状況・会社の経営状況により判断する。具体的判断基準は次の各号による。 

（１）派遣先との契約更新の有無により判断する 

（２）派遣業務の内容及び契約の条件変更の有無により判断する 

（３）契約期間中の勤務成績・勤務態度・勤怠状況により判断する 

（４）派遣業務・担当プロジェクトの進捗状況により判断する 

（５）業務の遂行能力・業務の効率性により判断する 

（６）派遣先業務量の変更の有無により判断する 

（７）派遣先での派遣人員数変更の有無によって判断する 

（８）会社及び派遣先で徴求する勤務月報・各種帳票類等の提出状況により判断する 

（９）本規則の遵守状況により判断する 

（10）その他上記各号に準じる状況の有無により判断する 

４．会社は、就業契約の更新により当該契約を３回以上更新し、または１年を超えて引続き使用する 

に至った派遣技術者について、期間の満了により就業契約を終了させる場合には、少なくとも３０ 

日前にその旨を予告するものとする。 



５．派遣社員と会社との雇用契約は期間を定めた契約とし、第２項及び第３項の定めにより 

契約更新について会社からの通知が派遣社員に行われない限り、派遣社員と会社との雇用 

契約（契約更新した場合は更新後の雇用契約）の期間が終了した日で、派遣社員と会社と 

の雇用関係は期間満了により終了とする。 

但し、無期雇用派遣社員についてはこの限りではない。 

６. 会社は雇用契約期間内に派遣先との派遣契約が終了した派遣社員について、次の派遣先 

を見つけられない等、当該派遣社員の責に帰さない事由により休業させた場合には、労働 

基準法第２６条に基づく休業手当を支払うこととする。 

 

（無期雇用派遣社員） 

第 10 条 会社は平成２５年４月１日以降から、５年を超えて契約が更新された派遣社員より申込 

みがあった場合、当該派遣社員を無期雇用とする。 

但し、勤務成績が優秀な派遣社員については、契約更新期間が５年未満でも無期雇用と 

する場合がある。 

２．会社は同一派遣先における同一の組織単位に、継続して３年間派遣される見込みのある 

派遣社員について雇用安定措置として無期雇用とする場合がある。 

但し、会社が他の雇用安定措置（派遣先での直接雇用／合理的範囲での新たな派遣先の 

提供・その他安定した雇用の継続を図るための措置）を、３年未満の適切な時期で講じた 

場合はこの限りではない。 

３．無期雇用派遣社員については、派遣先との派遣契約の都度、労働契約を再締結し自動更 

新はしない。就業場所及び労働条件等の変更がある場合も含めて派遣先との派遣契約の都度、 

『派遣労働者労働条件通知書』及び『就業条件明示書』に記載して当該派遣労働者に通知 

することとする。 

４．会社は第１５条に定める無期雇用派遣社員の定年（満６０歳）となった時点で、無期雇用派遣 

社員の条件に該当しない派遣社員は無期雇用派遣社員としない。 

但し、会社は当該派遣社員の希望がある場合には、雇用の安定に対して誠意をもって配慮をし、 

派遣／雇用契約の継続に努めることとする。 

 

（就業場所の変更） 

第 11 条 会社は業務の都合により、雇入時に指示した就業場所（派遣先）を変更することがある。 

２．会社は前項により、就業場所（派遣先）の変更をする場合は、派遣社員の不利益にならないよう 

配慮するが、次の労働条件が確保された場合は、派遣先の変更を承諾しなければならないものとす 

る。 

（１）通勤時間は片道９０分以内であるとき 

（２）所定就業時間は異動前の概ね１０％以内の増減であるとき 

（３）対象業務が派遣社員において登録している職種であるとき 

（４）時間給は異動前の９０％以上であるとき 

（５）登録している職種における業務上の都合で出張業務があるとき 

 

 



（休 職） 

第 12 条 派遣社員は派遣先において、就労するという特殊性に鑑み、無届欠勤は厳禁とし、違反者には 

次の処置をとるものする。 

（１） 派遣社員が無届の欠勤をした場合は、届出てある連絡先に連絡をし、確認がとれない状 

が３日以上に及んだ時は、４日目以降について、本人都合による休職とする。 

なお、この休職期間は１ヶ月とする。（身分保障） 

（２） 休職期間に入ってから、欠勤に関する届出がされた場合は、当該日に休職を解き、その 

７日間は第５０条の定めにより出勤停止処分とする。 

（３）処分を受けた派遣社員が復職する場合は、休職前の派遣先を保障しない。 

２．休職期間中は無給とし、また勤続年数も通算しない。 

３．第１項第１号によって、休職期間を満了した時は、その翌日をもって本人都合による労働契約 

の解約とみなす。 

４．休職期間中または労働契約の解約とみなされた後において、欠勤の連絡ができないやむを得な 

い理由があったと会社が判断したときは、一旦登録者とした上、可及的すみやかに再雇用に努め 

る。 

 

第２節 退職及び解雇 

 

（退 職） 

第 13 条 派遣社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とし、派遣社員として 

の身分を失う。 

（１） 本人の都合により退職を願い出て会社の承認があったとき、又は『退職願（届）』提出後 

１４日を経過したとき 

（２）死亡したとき 

（３）期間の定めのある雇用が満了したとき 

（４）定年に達したとき 

 

（退職願） 

第 14 条 派遣社員が退職しようとするときは、可及的速やかに、退職希望日の１４日前までに『退職願 

（届）』を提出しなければならない。 

２．前項の規定により『退職願（届）』を提出した者は、退職の日まで従前の業務及び業務引継を誠 

実に遂行しなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

（無期雇用派遣社員の定年） 

第 15 条 無期雇用派遣社員の定年は満６０歳の誕生日とし、定年退職の日は定年に達した日の属する労 

働者派遣契約の終了日とする。労働者派遣契約の契約終了日は『派遣労働者労働条件通知書』に 

記載する。 

２．会社は、定年に達した無期雇用派遣社員で、本人が継続雇用を希望し次の基準に該当する者を 

派遣社員として再雇用するものとする。（継続雇用制度） 

（１）派遣先での勤務成績が良好なもの 



（２）登録している職種に必要な資格を有するもの 

（３）健康状態に問題なく、職務遂行能力のあるもの 

会社は、再雇用後の労働条件について、新たに交付する『派遣労働者労働条件通知書』 

及び『就業条件明示書』に記載して通知する。 

３．再雇用された派遣社員の、継続雇用期間（期限）は６５歳までとする。 

但し、６５歳を超えた年齢であっても、会社が必要とする場合には派遣／労働契約を延長 

することがある。 

４．会社は、定年に達した後の年齢（満６０歳以上）における、派遣／労働契約の延長期間が 

５年を超えた場合でも、当該派遣社員を無期雇用派遣社員とはしない。 

 

（解 雇） 

第 16 条 派遣社員が次の各号の一に該当する場合は、３０日前に予告するか又は平均賃金の３０日分の 

予告手当を支給して解雇する。ただし、日雇の者で引続き１ヶ月を超えて使用されていない者、 

２ヶ月以内の期間を定めて使用される者及び試用期間中の者で入社後１４日を経ていない者は、 

予告手当を支給せず即時解雇する。 

（１）試用期間中に本採用不適当と認めたとき 

（２）職務遂行能力又は作業能率が劣り、派遣業務に耐えられないと会社が判断したとき 

（３）勤務成績不良にして、再三注意しても改善の見込みなく、派遣社員として不適格と認めたとき 

（４）精神又は身体の故障若しくは虚弱、老衰、疾患等によって業務に堪えられないと認めたとき 

（５）正当の理由なしに無断欠勤をし、派遣先に迷惑をかけたとき 

（６）服務規律を乱し、会社又は派遣先会社の業務運営を妨げ、若しくは会社に協力しないとき 

（７）天災事変その他やむを得ない事由により、事業の休止又は縮小のやむなきに至ったとき 

（８）刑事事件により逮捕され、就業を不適当とするとき 

（９）その他、前各号に準ずる理由のあるとき 

（10）本規則第５２条の制裁事由に該当し、懲戒解雇の処分に処せられたとき 

２．前項各号の場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告しないで解雇することが 

ある。 

３．雇予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。 

４．第１項の事由により解雇されたものから解雇理由についての証明書の発行を請求された場合は 

労働基準法第２２条第２項の定めにより遅滞なくこれを交付する。 

 

（解雇制限） 

第 17 条 派遣社員が、次の各号の一に該当するときは、その期間は解雇してはならない。 

（１）業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休務する期間及びその後３０日間。 

ただし、業務上の傷病による休務期間が３年におよび打切補償を支給されたとき、若しくは労働 

者災害補償保険法第 19条の定めによる打切補償を支払ったものとみなされたときは、この限り 

ではない。 

（２）女子の産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）及び産後８週間を経過した後の３０日間。 

（３）天災変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、所轄の労働基 

準監督署長より解雇予告除外認定を受けたときは前項の規定を適用しない。 



（４）育児休業の申し出及び育児休業を理由として解雇することはない。 

 

（退職及び解雇時の処理） 

第 18 条 派遣社員が、第１４条により解雇され、又は第１２条により退職をする場合には、会社から 

貸与された物、及びその会社に所属するものを返還しなければならない。 

２．会社は、派遣社員が解雇され、若しくは退職する場合には、原則として解雇又は退職の日から 

３０日以内に到来する給料日に給与を支払い、派遣労働者の権利に属する金品等を返還するととも 

に、会社に対する返納、精算の手続きをとるものとする。ただし、派遣労働者からの請求がある場 

合は労働基準法第２３条の定めるところによる。 

 

 

第３章 勤務時間、休憩、休日、休暇及び出張 

 

第１節 勤務時間及び休憩、休日 

 

（勤務時間及び休憩時間） 

第 19 条 派遣社員の所定労働時間は１週４０時間以内、１日８時間以内とし、派遣先との派遣契約の内 

容により個別に定める労働契約による。 

２．始業、終業の時刻及び休憩時間は前項の契約を定める際に明示する。ただし、業務の都合、その 

他やむを得ない事情等により変更することがある。この場合に１日の労働時間は８時間を超えるこ 

とはない。 

３．休憩時間は実働時間が６時間を超え８時間以内の勤務については少なくとも４５分、実働時間が 

８時間を超える勤務については、少なくとも６０分を勤務時間の途中に与える。 

４．休憩時間は一斉に行い、自由に利用できる。ただし、外出するときは、事前に派遣先責任 

者に届け出ること。 

５．業務上特別の必要がある場合は、あらかじめ前項の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。 

 

（１ヶ月単位の変形労働時間制） 

第 20 条 会社は、派遣先の就労形態により必要があるときは、前条にかかわらず全部又は一部の者につ 

いて、１ヶ月を平均して１週の所定労働時間が４０時間を超えない範囲で、特定の週において４０ 

時間、特定の日において８時間を超える１ヶ月単位の変形労働時間制による勤務をさせることがあ 

る。 

２．前項の変形時間制による各週、各日の勤務時間、始業及び終業時刻等については１ヶ月単位で作 

成する勤務割表により指示する。 

３．第１項の１ヶ月の起算日は毎月１日とする。 

 

 

 

（１年単位の変形労働時間制） 

第 21 条 会社は、派遣先の就業形態により必要があるときは、一部の者に対して第１７条の規程に 



かかわらず、１年を平均して１週の所定労働時間が、４０時間を超えない範囲で、特定の週に 

おいて４０時間、特定の日において８時間を超える１年単位の変形労働時間制による勤務をさせ 

ることがある。 

２．前項の変形時間制による派遣社員の範囲、各期間における１日の労働時間、始業及び終業時刻等 

については従業員代表との協定による。 

 

（フレックスタイム勤務制度） 

第 22 条 会社は、派遣先の就労形態により必要があるときは、派遣社員の一部の者に対して第１７条の 

規程にかかわらず、労働基準法に定める労使協定を締結し、その労使協定の定めるところに基づき、 

始業及び終業の時刻をその社員の決定に委ねる勤務（以下「フレックスタイム」という）をとるこ 

とがある。 

２．前項の場合においては、労使協定の定めるところにより、本規則の一部の適用を受けないことが 

ある。 

 

（裁量労働） 

第 23 条 会社は、派遣先の就労形態により必要があるときは、研究開発業務その他労働基準法第 38条 

の２第４項に定める裁量的労働に従事する者について、その者の労働時間の算定に関する労使協定 

を締結したときは、第１７条の規程にかかわらず、当該労使協定に定めるところにより裁量労働に 

よる勤務をさせることがある。 

 

（出張者の勤務時間） 

第 24 条 派遣社員が派遣先事務所の命により出張、その他事業所外で勤務する場合において勤務時間を 

算定し難いときは、第１７条の通常の勤務をしたものとみなす。ただし、派遣先責任者があらかじ 

め別段の指示をしたときはこの限りではない。 

 

（休 日） 

第 25 条 派遣社員の休日は原則として次のとおりとする。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日 

（３）その他『就業条件明示書』で定めた休日 

２．前項における休日は１週４０時間以内を確保して定める。 

３．第１項第１号の日曜日を労働基準法第 35条に定める休日（法定休日）とする。ただし、派遣契 

約において、これにより難い場合は『就業条件明示書』において個別に法定休日を定める。 

 

（休日の振替） 

第 26 条 業務上特別の必要がある場合は、４週４日の休日の範囲内で、あらかじめ他の日と振替えるこ 

とがある。 

２．前項の場合においては、前日までに振替えによる休日を指定して派遣社員に通知する。 

（休日勤務） 

第 27 条 業務上必要ある場合には、労働基準法第 36条に定める時間外労働協定の範囲内で第２３条の 



休日に出勤を命ずることがある。この場合に派遣労働者は、正当な理由なしにこれを拒むことは 

できない。 

２．本条は１８歳未満の者には適用しない。 

 

第２節 時間外・深夜勤務等 

 

（時間外勤務） 

第 28 条 業務の都合により所定時間外に就業させることがある。この場合に派遣社員は、正当な理由 

なくこれを拒むことはできない。 

２．前項の時間外勤務は、労働基準法第 36条に定める時間外労働協定の範囲内とする。 

３．本条は満１８歳未満の者には適用しない。 

 

（深夜勤務） 

第 29 条 業務上必要のある場合は、深夜勤務をさせることがある。ただし、満１８歳未満の者について 

は、午後１０時から午前５時までの深夜勤務をさせてはならない。 

 

（勤務形態の例外） 

第 30 条 上記、第１７条、第２３条の規程は、派遣先事業所との契約内容により、これにより難い場合 

は、労働基準法の定めを下まわることのない範囲で派遣先事業所の勤務時間及び休日の定めに準じ 

て『就業条件明示書』において、これを指示することがある。 

 

第３節 年次有給休暇・特別休暇・その他の休暇 

 

（年次有給休暇） 

第 31 条 会社は１週間の勤務契約日数が５日以上の派遣社員、又は、１週間の所定勤務時間が３５時間 

以上の派遣社員で、雇入れ後６ヶ月以上継続勤務し、各勤務期間につき、所定労働日の８割以上出 

勤した派遣社員に対して、下表の勤続年数に応じて次のとおり年次有給休暇を与える。 

勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．会社は１週間の勤務契約日数が、４日以下（週勤務時間３０時間未満）の派遣社員で、雇入れ後 

６ヶ月以上継続勤務し、各勤務期間につき、所定労働日の８割以上出勤した派遣社員に対して、下 

表の勤務年数に応じ次のとおり年次有給休暇を与える。 

週の 

所定 

労働 

日数 

１年間の 

所定労働 

日数 

勤続年数（これまでの勤続年数も通算されます） 

6 ヶ月 
1 年 

6 ヶ月 

2 年 

6 ヶ月 

3 年 

6 ヶ月 

4 年 

6 ヶ月 

5 年 

6 ヶ月 

6 年 

6 ヶ月 

４日 169～216日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 

３日 121～168日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 

２日 73～120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 

１日 48～ 72日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 

 

３．年次有給休暇は、派遣社員が指定した時季に与える。ただし、業務の都合によりやむを得ない場 

合には他の時季に変更することがある。 

４．年次有給休暇の残余分に関しては、権利発生の日から２年間、有効とする。 

５．出勤率の算定に当たり、次の各号に掲げる期間はこれを出勤とみなす。 

（１）業務上の傷病による休業期間 

（２）育児休業期間・介護休業期間 

（３）産前産後の休業期間 

（４）年次有給休暇の期間 

６．年次有給休暇の賃金は、雇用契約で定める所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金と 

する。 

７．年次有給休暇の請求は、派遣先事業所に対する代替要員確保の必要性から原則として、希望日の 

可及的１週間前の勤務時間終了時までに派遣元責任者に申し出るものとする。 

 

（特別休暇） 

第 32 条 派遣社員が次の各号の一に該当するときは、それぞれに定める日数の特別休暇を与える。 

 

２．勤務期間が継続して６ヶ月を超える派遣社員に適用する。 

３．特別休暇中の休日は休暇日数に算入しない。 

４．特別休暇については通常の賃金を支払う。 

５．第１項に定める特別休暇を得ようとする者は、事前に理由を明示して会社に請求しなければな 

らない。 

 

事       項 休 暇 日 数 

１ 本人が結婚するとき ３   日 

２ 妻が出産するとき １   日 

３ 父母、配偶者及び子が死亡したとき ３   日 

４ 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹が死亡したとき １   日 



（生理休暇等の休暇） 

第 33 条 派遣社員は、労働基準法所定の産前産後休暇、育児時間、生理休業、公民権行使の時間を請求 

することができる。休暇の日数等は下表のとおりとする。 

 

生理休業  著しく就業の困難な者、必要日数 

 産前産後休暇  産前６週間（多胎妊娠１４週間）、産後８週間 

 育児時間  生後１年以内、１日２回各３０分 

 公民権行使時間  選挙の行使等、必要時間 

 

２．前項の休暇は、産前産後休暇は派遣元責任者へ、その他の休暇は派遣先責任者に対し、 

申請するものとする。 

３．本条の休暇及び休業は、無給とする。 

 

（育児休業） 

第 34 条 社員のうち、１歳未満の子の養育を必要とする者は、会社に申し出て育児休業または育児短時 

間勤務の適用を受けることが出来る。 

２．育児休業または短時間勤務の対象者、手続き等の必要事項については、別に定める「育児休業規 

程」による。 

３．前項の休業は、特に定めるもののほか、これを無給とする。 

 

（介護休業） 

第 35 条 社員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、会社に申し出て介護休業または介護短 

時間勤務の適用を受けることが出来る。 

２．介護休業または介護短時間勤務に対する対象者・期間・手続き等の必要事項については別に定め 

る「介護休業規程」による。 

３．前項の休業は、特に定めるもののほか、これを無給とする。 

 

第４節 出退勤 

 

（出退勤） 

第 36 条 出勤及び退勤については、次の事項を守らなければならない。 

（１）始業時刻までに出勤し、就業に適する服装を整える等就業の準備をしておくこと。 

（２）出勤の際は、本人自ら就業時刻の記録をしなければならない。 

（３）火気、凶器、その他作業に必要でない危険物を所持しないこと。 

（４）終業の際は、器具、備品、取扱書類等を一定の場所に納め、職場を整理整頓し、安全、火気 

等を確認してから退勤すること。また、終業時刻前に退勤の用意をしてはならない。 

 

 



（遅刻、早退及び外出） 

第 37 条 遅刻をした者、又は早退をしようとする者は、派遣先責任者に届け出なければならない。 

２．私用外出しようとする者は、予め派遣先責任者の許可を受けて休憩時間中にしなければならない。

ただし、特別の事由がある場合は、その旨申し出て許可を受ける。 

 

（欠 勤） 

第 38 条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、会社及び派遣先責任者に事前に申し出なけ 

ればならない。この場合において事前に申し出る余裕のない場合は、当日始業時刻までに電話連絡 

し、派遣先責任者の承認を受けると共に、会社に報告しなければならない。 

２．病気欠勤５日以上に及ぶときは、会社の指示により、医師の診断書を提出しなければならない。 

 

第４章 服務規律 

 

（服務の基本原則） 

第 39 条 派遣社員は、本規則に定めるものの他、派遣先事務所の方針、諸規程及び派遣先責任者の業務上 

の指揮命令に従い、服務規律を守り、誠実に定められた業務に専念し、作業能率の向上に努めると 

ともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。 

 

（服務心得） 

第 40 条 派遣社員は、派遣先事業所において常に次の事項を守り、服務に精励しなければならない。 

（１）常に健康に留意し、明朗、はつらつたる積極的態度をもって勤務すること。 

（２）常に礼儀正しく、互いに人格を尊重し、派遣先事業所の従業員相互の和の保持に努めること。 

（３）自己の業務上の権限を超えて、独断的なことを行なわないこと。 

（４）常に品位を保ち、会社又は派遣先の名誉を害し、信用を傷つけるようなことをしないこと。 

（５）自己の担当であるなしにかかわらず、会社又は派遣先の機密事項及び不利益となる事項を他 

に漏らさないこと。 

（６）派遣先企業の機械器具その他の備品を大切にし、消耗品を節約し、書類はていねいに取り扱 

い、その保管を厳にすること。 

（７）許可なく職務以外の目的で派遣先事業所の設備、機械器具その他の物品を使用しないこと。 

（８）職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること。 

（９）作業を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱さないこと。 

（10）職務上のことに関連して、会社の承認を受けないで、自己の地位を利用し、取引先、関係業 

者から金銭物品の贈与、及び借用並びに饗応その他の利益をうけないこと。 

（11）火気を取り扱う場合は、事前に派遣先責任者の許可を得て、作業は慎重にし、確実に残火の 

始末をつけ、火災、傷害その他の事故が発生しないように特に注意すること。 

（12）勤務時間中は、許可なくみだりに自己の職場を離れないこと。 

（13）業務の遂行上必要のない場所には立ち入らないこと。 

（14）酒気を帯びて就業しないこと。 

（15）社内において許可なく業務に関係のない集会をし、印刷物を配布し、又は掲示等をしないこ 

と。 



（16）社内において、政治活動、宗教活動をしないこと。 

（17）許可なく他の会社の役員若しくは従業員となり、又は会社の利益に反するような業務に 

従事しないこと。 

（18）許可なく社用以外の目的で社名を用いないこと。 

（19）許可なく日常携帯品以外の品物を持ち込んだり、又は持ち出したりしないこと。やむを得ず 

必要な場合は、派遣先責任者の許可を受けなければならない。 

（20）社内において賭け事をしないこと。 

（21）前各号のほかこれに準ずるような派遣社員としてふさわしくない行為をしないこと。 

 

第５章 賃 金 

 

（賃 金） 

第 41 条 派遣社員の賃金は、個別に交わした『派遣労働者労働条件通知書』の内容により支給する。 

 

第 42 条 会社は状況によって、派遣社員に対して毎月支払う給与とは別に次に定める手当を支給する 

場合がある。 

１.住宅手当 

２.家族手当 

 

（退職金） 

第 43 条 派遣社員は退職金の支給はないものとする。ただし、特に功労が顕著であると会社が認めた 

場合は、功労金を支給することがある。 

２．前項の功労金支給額については、その都度取締役会に於いて定める。 

 

第６章 安全及び衛生 

 

（会社の措置義務） 

第 44 条 会社は安全衛生上必要な措置を講じ、派遣社員の危険防止と、健康の保持増進に努める。 

 

（派遣社員の遵守義務） 

第 45 条 派遣社員は、安全衛生に関する法令及び本章の規程を遵守し、協力して災害防止及び保健衛生 

の向上に努めなければならない。 

２．派遣社員は、会社が講ずる措置に応じて必要な事項を遵守しなければならない。 

 

（非常災害時の処置） 

第 46 条 派遣社員は、火災その他非常災害や事故の発生を発見し、又はその危険があることを知ったと 

きは、臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を派遣先責任者に報告し、互いに協力してその被害 

を最小限度に止めるよう努めなければならない。 

 

 



（健康診断） 

第 47 条 派遣社員は、会社の行う健康診断を受診し、日常、健康の管理に留意しなければならない。 

２．健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業を一定の期間禁止し、又は職場を配置換えする 

ことがある。 

３．会社が奨励するメンタルヘルスチェックを年に１回自主的に受診する。 

 

（病者の就業禁止） 

第 48 条 派遣社員が、次の各号の一に該当するときは、これを就業させない。 

（１）法定伝染病患者及び類似性患者 

（２）精神病患者 

（３）伝染のおそれのある結核患者 

（４）就業すると病気の悪化するおそれのある者 

（５）その他会社の指示する医師が健康上保護の必要を認める者 

 

（遵守事項） 

第 49 条 派遣社員は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１） 常に職場内外の整理整頓に努め、特に通路、非常出入口及び防火設備のある場所には物 

を置かないこと。 

（２）安全装置、消火設備その他危険防止のための諸施設は、派遣先責任者の許可を受けないで除

去、変更、移動をしないこと。 

（３）定められた場所以外で、許可なく暖房器具、その他火気を使用したり、又は喫煙しないこと。 

 

第７章 表彰及び懲戒 

 

（表彰事由） 

第 50 条 次の各号の一に該当する場合、その個人に対し表彰を行う。 

（１）業務上有益な発明、改良、考案又は工夫をしたとき 

（２）災害または危険を未然に防止し、若しくは非常の際特に功労があったとき 

（３）勤務状態又は技能が特に優れ、かつ素行も正しく、一般の模範となるとき 

（４）永年にわたり誠実に勤務したとき 

（５）国家的、社会的な功績があって、会社の名誉となる行為があったとき 

（６）その他成績が特に優秀な場合及び前各号に準ずる功績又は行為があったとき 

２．表彰は、賞状を授与することによって行い、表彰事由によって賞金又は賞品を併せて授与するこ

とができる。 

 

（懲戒の種類） 

第 51 条 懲戒は、次の６種類とする。 

（１）け ん 責…………始末書又は、将来を戒める。 

（２）減    給…………始末書又は、１回につき、平均賃金１日分の２分の１以内を減給し将来を

戒める。ただし、２回以上にわたる場合においても、その総額が一賃金支



払い期における賃金総額の１０分の１以内とする。 

（３）出勤停止…………始末書又は、１０日以内を限度とした出勤を停止し、その期間の賃金を支

払わない。 

（４）降    格…………始末書又は、上級職位を解任して下級職位に就ける。 

（５）論旨解雇…………懲戒解雇に準ずる事由により解雇する。 

（６）懲戒解雇…………予告期間を設けないで即時解雇する。 

 

（けん責） 

第 52 条 派遣社員が次の各号の一に該当するときはけん責に処する。 

（１）正当な事由なくして遅刻、早退、私用外出をなし、若しくは無届欠勤したとき又はしばしば

職場を離脱して業務に支障をきたしたとき 

（２）勤務に関する手続き、届出を偽り、又は怠ったとき 

（３）業務上の書類、伝票等を改変し、又は虚偽の申告、届出をしたとき 

（４）業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき 

（５）素行不良にして他の従業員に対し、暴行、脅迫を加え、又は社内において賭博その他これに

類する行為をなす等、社内の風紀秩序を乱したとき 

（６）就業時間中に許可なく私用を行ったとき 

（７）派遣先責任者又は派遣元責任者の業務上の指示、命令に従わないとき 

（８）著しく協調性に欠け、不当に人を中傷する等、他の従業員とまったくそりの合わないとき 

（９）会社の発行した証明書類を他人に貸与し、又は流用したとき 

（10）許可なく会社の文書、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、又はこれに類する行為のあ

ったとき 

（11）会社規則、通達、通知等に違反し前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき 

（12）職場内において他の職員の業務に支障を与えるような性的な言動を行うなど、職場の秩序や

風紀を乱したとき 

 

（減給、出勤停止） 

第 53 条 派遣社員が次の各号の一に該当するときは、減給又は出勤停止に処する。ただし、情状によりけ

ん責にとどめることがある。 

（１）前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき 

（２）故意、過失、怠慢若しくは監督不行届きによって災害、傷害、その他の事故を発生させ、会

社又は派遣先の設備、器具を破損したとき 

（３）許可なく会社又は派遣先の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき 

（４）許可なく会社又は派遣先の構内若しくは付属の施設内で集会し、又は文書、図面等を配付、

貼付、掲示、販売し、その他それに類する行為をしたとき 

（５）会社又は派遣先の掲示を故意に汚損若しくは改変し、又は破棄したとき 

（６）その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき 

（７）役職者においてセクシャルハラスメントを把握しながら放置したり、その監督が不充分であ

ったため所属従業員にセクシャルハラスメントを発生させたとき 

（８）会社の従業員等に対して不当に退職を強要したとき 



（セクシャルハラスメントによって退職を余儀なくさせるケースも含む） 

（９）会社の秩序を乱すような噂や流言飛語を行ったとき 

（会社に居られないような噂を立てるセクシャルハラスメントのケースも含む） 

（10）会社内において、職責などの立場を利用して性的な強要をしたとき 

（11）会社内において、他の従業員等の業務に支障を与えるような性的な行為をしかける等会社内

の秩序又は風紀を乱したとき 

 

（降格、諭旨解雇） 

第 54 条 派遣社員が、次の各号の一に該当するときは、降格又は諭旨解雇に処する。 

（１）前２条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき 

（２）職務又は職位を利用して、会社又は派遣先の資産、その他これに類するものを使用し、自己

の利益をはかったとき 

（３）職務又は職位を利用して部外者から不当な金品、饗応を受け、又は要求、約束し、自己又は

他人の利益をはかったとき 

（４）会社の許可を受けず社外の業務に従事したとき 

（５）正当な理由なく職場配置、休職、復職、配置転換、出張、転勤、出向、職位決定、降格、給

与決定、降給等の人事命令を拒否したとき 

（６）故意に業務能率を低下させ、又は業務の妨害をはかったとき 

（７）正当な理由なく、無断欠勤が引続き７日以上に及んだとき 

（８）その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき 

 

（懲戒解雇） 

第 55 条 派遣社員が次の各号の一に該当するときは懲戒解雇に処する。ただし、情状により諭旨解雇にと

どめることがある。 

（１）前３条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき 

（２）懲戒処分に対して改悛の情なしと認められたとき 

（３）重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたとき 

（４）正当な理由なく、無断欠勤が引続き１４日以上に及んだとき 

（５）社名若しくは会社の許可を受けないで、他の会社の役員又は社員となり、又は営利を目的と

する業務に従事したとき 

（６）会社又は派遣先の経営上又は業務上の重大な秘密情報等を社外に漏らしたとき、又は漏らそ

うとしたとき 

（７）会社又は派遣先の金品を詐取流用し、又は虚偽の伝票、書類を作成、発行して自己の利益を

はかり、会社又は派遣先に損害を与えたとき 

（８）故意又は重大なる過失によって会社又は派遣先の設備、器物その他の財産を破損又は紛失し、

会社又は派遣先に莫大な損害を与えたとき 

（９）派遣先責任者又は派遣元責任者の指示命令を侮辱してこれに反対し、職場の秩序を乱し、業

務を妨害したとき 

（10）他人に対し暴行脅迫を加え、又は派遣社員として著しく常軌を逸する粗暴な行為のあったと

き（性的な強要などセクシャルハラスメントのケースを含む） 



（11）ハレンチ、背信な不正不義の行為をなし、派遣社員としての体面を汚し、会社又は派遣先の

名誉及び信用を傷つけたとき 

（12）殺人、傷害、暴行、脅迫、強盗、窃盗、横領、その他の刑事犯罪を犯したとき 

（13）会社又は派遣先の経営権を侵し、若しくは経営基盤をおびやかす行動、画策をなし、又は経

営方針に反する行動、画策により正常な運営を阻害若しくは阻害させようとしたとき 

（14）会社又は派遣先の経営に関して故意に真相をゆがめ、又は事実を捏造して宣伝流布する等の

行為により、会社又は派遣先の名誉、信用を傷つけたとき 

（15）その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき 

 

第８章 災害補償 

 

（療養、休業、障害、遺族補償及び葬祭料） 

第 56 条 派遣社員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って療養補償、休

業補償、障害補償を行う。また、業務上負傷又は疾病により死亡したときは、労働基準法の規定に

従い、遺族補償を行うとともに葬祭料を支払う。 

２．補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害補償保険法（以下「労災法」という）に

よって、保険給付を受けた場合には前項の補償は行わない。 

 

（長期療養補償） 

第 57 条 派遣社員が、業務上の傷病により療養開始後１年６ヶ月を経過しても治ゆせず、労災法により傷

病補償年金の給付を受けることになったときは、その後の補償は行わない。 

 

（補償の制限） 

第 58 条 派遣社員が、故意又は重大な過失により、又は安全衛生に関する規定若しくは指示命令に従わな

いことによって業務上負傷し、あるいは疾病にかかった場合は所轄労働基準監督署長の認定を受け、

休業、障害の補償を行わないことがある。 

 

（業務外の傷病扶助） 

第 59 条 派遣社員が、業務外の傷病にかかったときは、健康保険被保険者にあっては健康保険法により給

付を受けるものとする。 

 

（社会保険） 

第 60 条 派遣社員は、すべて勤務時間の長短、または勤務日数の長短にかかわらず、労災保険法の対象と

なる。 

２． 雇用保険については次の条件を満たす者を被保険者とする。 

（１）１日の所定勤務時間が、通常の労働者の所定勤務時間の概ね４分の３以上であること 

（２）１週間の所定勤務時間が２０時間以上であること 

（３）１ヶ月の所定勤務日数が１４日以上であること 

（４）２ヶ月を超えて雇用契約を締結する者であって、１年以上雇用が見込まれる者 

 



３． 健康保険及び厚生年金保険については、次の条件を満たす者を被保険者とする。 

（１）１日の所定勤務時間が、通常の労働者の所定勤務時間の概ね４分の３以上であること 

（２）１ヶ月の所定勤務日数が１５日以上であること 

（３）２ヶ月を超えて雇用契約を締結するものであること 

（４）１年間の賃金総額が１３０万円以上になることが予想される者であること 

 

第９章 教育訓練及び福利厚生 

 

（教育訓練） 

第 61 条 会社は派遣社員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るために各種の教育訓

練を行う。 

２．教育訓練に関する計画・実施方法は派遣社員ごとの『派遣元管理台帳』に記載する。 

教育訓練の内容については、派遣社員に対するキャリアコンサルティングを実施したうえで、派遣

社員の要望を考慮して行う。 

派遣社員に対するキャリアコンサルティングは、入社時と最低１年に１回、もしくは派遣社員が

希望する時に実施する。 

キャリアコンサルティングは、希望する全ての派遣社員に実施する。相談窓口は各派遣 社員を

担当する営業担当者とし、派遣元責任者・職業紹介責任者が、キャリアコンサルティングに関する

相談内容を営業担当者より聞いた上で、具体的な教育訓練に対して必要な助言を行う。 

３． 会社はフルタイムで就業する派遣社員対して、毎年概ね８時間以上の教育訓練の機会を提供す

る。（短時間就業者については勤務時間に比して教育訓練の機会を提供する。） 

派遣社員は会社が企画して行う教育訓練に進んで参加しなければならない。 

４．前項の規定に基づいて、会社が派遣社員に対して実施する教育訓練は、有給かつ無償にて行う。

又、会社で提供する教育訓練以外でも、派遣社員の希望により教材の購入費用・各種セミナーの受

講費用・資格試験の受験費用等を負担する場合がある。 

５．会社は前項の、派遣社員に対して実施した教育訓練計画・教育訓練実施方法に関する内容を、『派

遣元管理台帳』に記載し、資料として当該派遣社員が退職した後３年以上保存することとする。 

 

（福利厚生） 

第 62 条 会社は、派遣社員の福利厚生に努めるものとする。 

 

第１０章 雑 則 

 

（損害賠償） 

第 63 条 故意又は重大な過失によって会社に損害を与えたときは、懲戒に関係なく別途その損害の全部又

は一部を賠償させることがある。また、不当利得返還の業務を免除するものでない。 

 

（規程の改廃） 

第 64 条 この規程の改廃は、「規程管理規程」に定めるところによる。 

 



 

 

付 則 

 

 

平成 ８年 ４月 １日制定実施 

平成１１年 ４月 １日改定実施 

平成１１年１０月 １日改定実施 

平成１７年 ４月 １日改定実施 

平成１７年 ９月２１日改定実施 

平成２０年１０月 １日改定実施 

平成２１年 １月 １日改定実施 

平成２７年１２月 １日改定実施 

平成２９年 ９月１５日改定実施 


